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観光振興について 

（飯塚市観光振興基本計画の策定について） 

 

 

 

１ 策定の趣旨 

  飯塚市では、観光産業の振興を図り観光資源等を活かしたまちづくりを進めるため、

平成 19年度に「飯塚市観光振興基本計画」を策定し、観光資源の発掘や商品化、情報発

信などの取り組みを実施してきました。 

  平成 19 年度に策定した「飯塚市観光振興基本計画」が、平成 29 年度に終期を迎える

ことから、次期の観光資源等（文化・歴史）を活かしたまちづくりを進める指針として

「飯塚市観光振興基本計画」を策定するものです。 

 

 

２ 策定方針 

  「飯塚市観光振興基本計画」を策定するにあたり、観光客の実態調査等の実施・結果

の分析を行うとともに、附属機関である「飯塚市観光振興基本計画策定委員会」での審

議により、観光を活かしたまちづくりのための具体的施策を策定し、市長への答申を行

うものです。 

 

 

３ 策定の方法 

（１） 観光客の実態調査等の結果分析による現状及び課題等の把握・現計画の検証 

① 飯塚市の観光客数・消費額の分析（各種資料・データ等） 

② 先進地の施策等の把握（各種資料・ヒアリング調査） 

③ 観光客へのアンケート調査（市内観光施設等でのアンケート調査） 

④ 観光施設及び関係者へのヒアリング調査（市内観光施設） 

（２） 飯塚市観光振興基本計画策定委員会による審議 

（３） 計画の決定 

（４） 市長への答申 



 

 

                          平成 29年 8月 10日   

                             経済建設委員会資料 

 

 

産業振興について 

(飯塚市産業振興ビジョンの策定について) 

 

 

１ 策定の趣旨 

飯塚市では、「大学力」などの地域ポテンシャルを活かした地域経済活性化と新産

業創出を目指す「e-ZUKA トライバレー構想」を掲げ、その実現に向けたアクション

プラン「新産業創出ビジョン」に基づき、人材育成、産学官連携、ベンチャー支援、

ビジネスモデル構築などの施策を段階的に実施してきました。 

現在、第３次の「飯塚市新産業創出ビジョン２０１３~２０１７」が、平成２９年

度に終期を迎えることから、次期を担うアクションプランである「産業振興ビジョン

２０１８~２０２２」を策定するものです。 

 

２ 策定方針 

「産業振興ビジョン」を策定するにあたり、本市の経済・産業に関する基礎調査の

実施・結果の解析を行うとともに、中小企業振興基本条例に基づき、附属機関として

設置する「飯塚市中小企業円卓会議」での審議により、産業振興のための具体的施策

及びその実行計画（アクションプラン）を策定し、市長への答申を行うものです。 

なお、今回策定する産業振興ビジョンにおいては、創業・新産業創出等に加え、商

業及び第６次産業としての農業を包含したビジョンを策定することとしています。 

 

３ 策定の方法 

（１）本市産業等の実態調査による結果解析による現状及び特徴・課題等の把握 

①飯塚市の経済環境、地域・産業特性の把握(各種資料・データ等) 

②市内地場企業へのアンケート調査 

③市内地場企業へのヒアリング調査 

④大学、研究機関の状況、研究シーズ等の把握（ヒアリング調査） 

⑤インキュベーション施設、産業支援機関（市外を含む。）の状況把握 

⑥その他産業振興ビジョン策定に資する調査 

（２）中小企業振興円卓会議による審議(ビジョン・アクションプラン) 

（３）計画の決定 

（４）市長への答申 

 

４ 委託業者 

  プロポーザル方式により委託業者を決定し、有限責任監査法人トーマツと契約の締

結を行っています。 



 

 

飯塚市産業振興ビジョン 策定スケジュール案 
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経済建設委員会提出資料 

平成２９年８月１０日 

 

空 き 家 対 策 に つ い て 

 

 

 

・飯塚市空家等対策の経緯等について 

飯塚市における空家等対策については、飯塚市空き家等の適正管理に関する条例（平成２５年４

月１日施行・平成２８年３月２８日廃止）により、平成２５年４月から防災安全課生活安全係にお

いて、老朽危険空家に対する適正管理等の対応を行いました。また、条例施行に併せまして、飯塚

市老朽危険空家解体撤去補助金を創設し、老朽危険家屋を解体される所有者等に対して、解体費用

の一部補助を実施しています。（件数は別表） 

国においては、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「特措法」という。）が平成２７年２

月２６日に完全施行されました。それに伴い、飯塚市においても特措法に基づく対応を取り、平成

２８年４月から住宅政策課総務係に担当部署が変わっています。 

特措法施行後は、平成２８年度に市内の空家等を把握するため実態調査を行いました。また、特

措法に基づき、略式代執行及び行政代執行により各１軒の特定空家等を除却しています。 

 

 

（別表） 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

空家等相談件数 ７１ ３１ １０７ ８４ 

 〃 解決件数 １６ １２ ３２ ４６ 

解体補助金交付件数 ８ ６ １１ １６ 

※解決件数は、解決した年度で計上しているため、相談と解決で年度が異なる場合あり。 
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No. 地区 空家数
居住可能な問題の
ない空家（Ａ判定）

改修すれば居住可
能な空家（Ｂ判定）

居住不能または大
改修が必要な空家
（Ｃ判定）

敷地内へ立ち入り出
来ない等の理由で判
定不可能な空家

1 菰田 208 19 96 89 4

2 飯塚 278 110 67 63 38

3 片島 41 14 8 8 11

4 飯塚東 173 89 33 46 5

5 二瀬 536 176 187 151 22

6 鯰田 193 75 54 45 19

7 鎮西 244 102 59 57 26

8 立岩 196 127 27 23 19

9 幸袋 228 74 43 66 45

10 穂波 549 137 160 137 115

11 筑穂 364 85 129 120 30

12 庄内 267 72 43 103 49

13 頴田 209 47 48 83 31

合計 3,486 1,127 954 991 414

空家等実態調査　地区別調査結果

資料３

３
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資料４ 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

(目的) 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、

身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等

の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、

市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画

の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることに

より、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増

進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であ

って居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立

木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所

有し、又は管理するものを除く。 

2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適

切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺

の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認めら

れる空家等をいう。 

(空家等の所有者等の責務) 

第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環

境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

(市町村の責務) 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づ

く空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずる

よう努めるものとする。 

(基本指針) 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に
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実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

3 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとすると

きは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

4 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

(空家等対策計画) 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施す

るため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対

策計画」という。)を定めることができる。 

2 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の

空家等に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活

用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置(第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同

条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若し

くは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対

処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

3 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 



6 
 

4 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関

し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

(協議会) 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う

ための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。 

2 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町

村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他

の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

(都道府県による援助) 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等

に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報

の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう

努めなければならない。 

(立入調査等) 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所

有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な

調査を行うことができる。 

2 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、

当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさ

せることができる。 

3 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められ

る場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者

等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知するこ

とが困難であるときは、この限りでない。 

4 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければな

らない。 

5 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 
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(空家等の所有者等に関する情報の利用等) 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有

する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この

法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の

目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

2 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされている

もののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているものの

ために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等

の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたとき

は、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行

うものとする。 

3 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるとき

は、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に

関し必要な情報の提供を求めることができる。 

(空家等に関するデータベースの整備等) 

第十一条 市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、

又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ

ないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下第十三条までにおいて

同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握する

ために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(所有者等による空家等の適切な管理の促進) 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これら

の者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

(空家等及び空家等の跡地の活用等) 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を

行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関す

る情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものと

する。 

(特定空家等に対する措置) 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除
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却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そ

のまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛

生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を

除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。 

2 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定

空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対

し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境

の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

3 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に

係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者

に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずること

ができる。 

4 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措

置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見

書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとす

る者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなけれ

ばならない。 

5 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村

長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求するこ

とができる。 

6 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三

項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の

聴取を行わなければならない。 

7 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定

によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前

までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

8 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有

利な証拠を提出することができる。 

9 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を

命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行
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しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三

年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は

第三者をしてこれをさせることができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて

その措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一

項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができ

ないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、

市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若

しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を

定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、

市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらか

じめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その

他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならな

い。 

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することがで

きる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒

み、又は妨げてはならない。 

13 第三項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第

三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実

施を図るために必要な指針を定めることができる。 

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国

土交通省令・総務省令で定める。 

(財政上の措置及び税制上の措置等) 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関す

る対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する

費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずる

ものとする。 

2 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画
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に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上

の措置その他の措置を講ずるものとする。 

(過料) 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円

以下の過料に処する。 

2 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円

以下の過料に処する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条

の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

(平成二七年政令第五〇号で、本文に係る部分は、平成二七年二月二六日か

ら、ただし書に係る部分は、平成二七年五月二六日から施行) 

(検討) 

2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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資料５ 

飯塚市空家等対策協議会会議規則 

 (趣旨) 

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。

以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、飯塚市空家等対策協議会(以下

「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(協議内容) 

第2条 協議会は、次に掲げる事項に関して協議を行う。 

(1) 空家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及

び変更に関すること。 

(2) その他市長が必要と認めること。 

(組織) 

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。 

2 協議会に会長及び副会長を置き、会長は市長とし、副会長は委員の互選により定

める。 

3 会長は、会務を総理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 地域住民 

(2) 市議会議員 

(3) 学識経験者 

(4) その他市長が必要と認める者 

(委員の任期) 

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会議) 

第5条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す
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るところによる。 

(利害関係者の出席) 

第6条 会長は、必要があるときは、会議に利害関係者の出席を求めることができる。 

(秘密保持) 

第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

(議事録) 

第8条 協議会は、議事録を作成し、会長の指名する出席委員が署名しなければなら

ない。 

(庶務) 

第9条 協議会の庶務は、都市建設部住宅政策課において処理する。 

(補則) 

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 
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経済建設委員会 資料

平成２９年８月１０日提出

「オートレース鹿児島」概要について

①  名　 称　　　「オートレース鹿児島」

②  場　 所　　　鹿児島県鹿児島市千日町１３番２６号

(鹿児島中央駅よりタクシーで約５分)

　　　　　　　　(株)ニュー西野ビル　サテライト鹿児島内

③  設置者　　　株式会社　九州みぞべ興産

④  管理施行者　飯塚市

⑤  座席数　　　１４２席（オートレース・競輪共用）

　　　　　　　　(内訳)一般席１２８席、特別観覧席１４席

⑥  窓口数　　　３窓

 　　　　　 　 （内訳）自動発払窓口２窓、有人窓口１窓

⑦  発売日数　　年間３４０日程度を予定

⑧  オープン日　平成２９年７月２２日（土）

①  当初開催予定日数　　　　　　　９節：２７日

②  追加予定日数　　　　　　　　　３節：１１日

「１２月１節：４日、２月１節：３日、３月１節：４日」

③  平成２９年度開催予定日数　　１２節：３８日

　　　　　　専用場外発売所の開設及びミッドナイトオートレース

  　　１．専用場外発売所の開設について

経済部公営競技事業所

　　　　　(全国２７番目の場外発売所)

  　　２．ミッドナイトオートレース開催日数について

　　　　　　開催日数について
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経済建設委員会資料 

平成 29 年 8 月 10 日提出 

認定中心市街地活性化基本計画の最終フォローアップに関する報告 

 

平成２９年５月 

飯塚市（福岡県） 

全体総括 

○計画期間：平成 24年 4月～平成 29年 3月（5年間） 

 

１．計画期間終了後の市街地の状況（概況） 

基本計画に基づき、「子供の笑顔 高齢者のなごみ おもてなしの心が育むコミュニケーションタ

ウン」を基本コンセプトに、まちの顔となる中心市街地を再構築し、中心拠点と地域拠点の連携に

よるコンパクトなまちづくりの推進に向け、各種事業を実施してきたところ、居住人口の増加やイ

ベント等での集客による賑わいの向上など中心市街地が活性化している。 

特に、空洞化の解消に向けた事業として実施した「吉原町 1番地区第一種市街地再開発事業」や

「ダイマル跡地事業地区暮らし・にぎわい再生事業」、「飯塚本町東地区整備事業」などにより、交

通拠点機能の強化や健康・交流や子育て支援の拠点の創出、街なか居住の受け皿の整備が進み、交

流人口（JR 新飯塚駅年間利用者数が従前よりも約 230 千人増加）、居住人口（基準値よりも約 20

人増加）双方の増加が図られている。 

また、中心市街地に隣接するＪＲ新飯塚駅東側のエリアでは、基本計画策定以降、302 戸の分譲

マンション群が立地し、600 人以上の新たな居住者が見込まれており、これを含め中心市街地活性

化の効果と捉えている。 

一方で、商業の活性化に関しては、空き店舗への新規出店により空き店舗数の減少がみられるも

のの、個店の魅力を高めていく新商品開発や地域全体の牽引を担う戦略的逸品店舗の誘致は進んで

おらず、引き続き取組を推進していく必要がある。加えて、新たに導入した健康・交流施設を活用

した中心市街地への人の呼び込みも引き続き推進していく必要がある。 

 

２．計画した事業は予定どおり進捗・完了したか。また、中心市街地の活性化は図られたか 

【進捗・完了状況】 

 ①概ね順調に進捗・完了した  ②順調に進捗したとはいえない 

 

【活性化状況】 

 ①かなり活性化が図られた 

 ②若干の活性化が図られた 

 ③活性化に至らなかった（計画策定時と変化なし） 

 ④活性化に至らなかった（計画策定時より悪化） 

 

３．進捗状況及び活性化状況の詳細とその理由 

計画していた 38事業のうち 34事業が完了、4事業が未実施となったものの、概ね順調に進捗・

完了したといえる。 

指標にも掲げている「中心市街地内の居住人口」は、市全体で減少傾向が続く（従前よりも 1.4％

減少）中、近年は増加傾向を示しており、街なか居住が図られ、街ににぎわいが戻ってきていると
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考えている。また、新たに導入した健康・交流施設の利用者数は開設以来増加傾向が続いており、

中心市街地の新たな目的地となっているとともに、その集客効果は商店街のイベントへの集客にも

影響し、地域からは以前よりも人通りが増えた、商店街が明るくなったとの声も聞かれるなど、既

存施設との相乗した効果もみられる。 

一方で、社会全体の景気の低迷が続く中、商店街活性化を狙ったソフト事業の停滞や区画整理事

業の実施に伴い、一時移転した公設市場の復帰の遅れなどが影響したことで、指標「中心市街地内

の歩行者通行量」は従前値を下回るなど、商業等の活性化の面では課題も残っている。 

 

４．中心市街地活性化基本計画の取組に対する中心市街地活性化協議会の意見 

【活性化状況】 

 ①かなり活性化が図られた 

 ②若干の活性化が図られた 

 ③活性化に至らなかった（計画策定時と変化なし） 

④活性化に至らなかった（計画策定時より悪化） 

【詳細】 

この５年間、行政や関係団体等が協議や調整を重ねながら緊密に連携して中心市街地の活性化を

推進してきた結果、本計画に位置づけた事業は概ね順調に実施されたと考える。活性化事業の効果

については、３つの核事業を中心とした取組により、新たな居住機能や健康・子育て支援機能が整

備されたことで、居住人口や交流人口、施設利用者数は確実に増加し、市民意識調査からも分かる

ように中心市街地のイメージの向上が図られている。目標指標の達成については、「居住人口」は

目標値を下回っているが、中心市街地に隣接する JR 新飯塚駅東側におけるマンション立地が活発

化するなど、総合的には目標を達成したと考えられる。 

一方で、「歩行者通行量」については、新たな来街者の創出など一定の効果が見られるものの、

全体的な底上げにつながっておらず、目標を達成することができなかった。特に、買い物の場とし

ての魅力向上に対する期待が高く、商業等の活性化の面が課題となっている。基本計画に基づく活

性化事業は平成 28 年度で終了するが、課題である商業等の活性化を中心とした魅力ある市街地の

実現に向けて、引き続き、官民学が協働しながら中心市街地活性化に取り組む所存である。 

 

５．市民意識の変化 

【活性化状況】 

①かなり活性化が図られた 

 ②若干の活性化が図られた 

 ③活性化に至らなかった（計画策定時と変化なし） 

④活性化に至らなかった（計画策定時より悪化） 

 

【詳細】 

中心市街地来街者を対象とした聞き取り調査並びに留め置き調査を実施した。聞き取り調査は、

中心市街地内 4か所において、平成 28年 10月 15日（土）、11月 10日（木）、12月 1日（木）の 3

日間、各 9:00～17:00の 8時間調査を行い、872票を回収した。留め置き調査は、中心市街地内の

6施設において、平成 28年 10月 17日（月）～11月 10日（木）の約 3週間実施し、69票を回収し
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た。中心市街地への来街頻度については、計画期間前との比較を尋ねたところ、約 12%が「かなり

増えた」、約 17%が「やや増えた」と回答しており、回答者の約 3割が計画期間前よりも来街頻度が

増えていると回答している。また、約 8％が「もともと行っていなかった」を回答しており、新た

な来街者の創出もうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画期間以前と比較した来街頻度の変化 

 

中心市街地に対するイメージは、親しみやすさ、清潔感、便利、歩きやすさ、治安、住みやすさ

の観点からは、肯定的評価が否定的評価を上回っており、活気の観点を除く現在の中心市街地に対

する印象は良いといえる。また、計画策定時に実施している同様の調査との比較では、活気、清潔

感、歩きやすさ、治安、住みやすさの項目で、改善が図られており、中心市街地の活性化や整備の

取組みの効果が市民の中心市街地に対するイメージの向上に現れているものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中心市街地に対するイメージ 
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表 計画策定時との中心市街地に対する肯定的評価の変化 

 計画策定時① 

(H22 年度) 

計画最終年時点② 

（H28 年度） 

増減 

（②－①） 

親しみやすい街 66.1% 65.4% △0.7% 

活気がある街 9.5% 22.4% 12.9% 

清潔感がある街 38.8% 48.5% 9.7% 

何かと便利な街 40.0% 36.8% △3.2% 

歩きやすい街 64.9% 71.2% 6.3% 

治安が良い街 57.1% 59.5% 2.4% 

住みやすい街 55.5% 63.6% 8.1% 

 

６．今後の取組 

今後は、本計画での成果を活かしながら本計画期間内に芽生えてきた活性化の流れを力強く推し

進める取組を推進していく。 

具体的には、本計画で課題として残った商業等の活性化について、買い物の場としての個店の魅

力向上や商店街のマネジメントの強化を図る。また、これまでのメインターゲットである高齢者に

加え、市内に大学が 3 校立地している優位性を活かし、若者の来街を促す都市機能の整備を進め、

多様な世代の交流・にぎわいの場の充実を図っていく。さらには、街なか定住の支援や空き家活用

の促進を図り、街なか居住をより一層推進していくことともに、中心市街地へのアクセスの利便性

や中心市街地内での滞在の快適性の向上を図っていく。 

また、市全体を俯瞰したなかで、各地域のまちづくり活動の拠点化と交流拠点を形成し、交通結

節点周辺の再生による持続安定的な交通ネットワークの構築及び居住誘導を図りながら、中心市街

地が中心拠点としての役割を担い、各拠点との連携を強化することで市域全体の発展を目指す。 

 

（参考）各目標の達成状況 

目標 目標指標 基準値 目標値 
最新値 

達成状況 
（数値） （年月） 

魅力ある商業環

境が支える賑わ

いと憩いのある

まちの創出 

中心市街地内の歩

行者通行量 

26,645 人 

（平成 22 年度） 
26,800 人 22,114 人/日 H28 年度 Ｃ 

人と人との繋が

りによる笑顔で

暮らせるまちの

創出 

中心市街地内の居

住人口 

3,696 人 

（平成 22 年度） 
3,820 人 3,717 人 H28 年度 Ｂ 

 

Ａ（計画した事業は概ね予定どおり進捗・完了。さらに、最新の実績でも目標値を超えることができた。） 

ａ（計画した事業は予定どおり進捗・完了しなかった。一方、最新の実績では目標値を超えることができた。） 

Ｂ（計画した事業は概ね予定どおり進捗・完了。一方、最新の実績では基準値を超えることができたが、目標値には及ばず。） 

ｂ（計画した事業は予定どおり進捗・完了しなかった。一方、最新の実績では基準値を超えることができたが、目標値には及ばず。） 

Ｃ（計画した事業は概ね予定どおり進捗・完了。一方、最新の実績では目標値および基準値にも及ばなかった。） 

ｃ（計画した事業は予定どおり進捗・完了しなかった。また、最新の実績では目標値および基準値にも及ばなかった。） 
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個別目標 

「中心市街地内の歩行者通行量」※目標設定の考え方基本計画 P104～P118参照 

１．調査結果の推移 

 
※調査方法：歩行者通行量調査 

※調 査 月：各年度 3 月最終金曜日及び日曜日に実施し、4 月取りまとめ 

※調査主体：飯塚商工会議所 

※調査対象：中心市街地内 9 地点における歩行者（平日・休日） 

 

２．目標達成に寄与する主要事業の計画終了後の状況（事業効果） 

①吉原町１番地区第一種市街地再開発事業（吉原町１番地区市街地再開発組合） 

支援措置名 

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業（吉原町 1番地区）） 

（平成 24年度～平成 27年度） 

事業開始・完了時期 
平成 23年度～平成 27年度 

【済】 

事業概要 

西鉄飯塚バスセンター及び隣接地（建物）の一体的な再開発事業を実施し、

バスターミナル、医療関連施設（医師会館、看護高等専修学校、検診検査

センター、訪問看護ステーション）、急患センター、分譲住宅（62 戸）を

整備し、併せて区域内の道路整備を行なうもの。 

目標値・最新値 
目標値（歩行者通行量 638人） 

最新値（歩行者通行量 686人） 

達成状況 当初目標（見込み）を上回る効果が発現している。 

達成した（出来なか

った）理由 

医療関連施設及び急患センターの利用者数が当初目標を上回る結果となっ

たため。 

計画終了後の状況 

（事業効果） 

本市の交通結節点として集客・回遊の拠点機能となるとともに、中心市街

地の医療・健康機能の増進、街なか居住の促進が図られたことにより、中

心市街地内の通行量の増加や消費活動の増加につながり、街なかのにぎわ

い創出に大きく貢献した。 

事業の今後について 実施済み 
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②ダイマル跡地事業地区暮らし・にぎわい再生事業（㈱まちづくり飯塚） 

支援措置名 

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業（ダイマル跡地事業

地区）） 

（平成 24年度～平成 26年度） 

事業開始・完了時期 
平成 23年度～平成 27年度 

【済】 

事業概要 

中心商店街の中央に位置し、平成 11年に倒産したダイマル商店を㈱まちづ

くり飯塚が取得・解体し、コミュニティビルとして整備するものであり、

街なかの居住機能と交流・健康増進機能を一体的に整備することで、賑わ

い向上や居住者の増加促進を目指すもの。 

目標値・最新値 
目標値（歩行者通行量 260人） 

最新値（歩行者通行量 496人） 

達成状況 当初目標（見込み）を上回る効果が発現している。 

達成した（出来なか

った）理由 

マンションの入居状況、街なか交流・健幸広場の利用状況ともに当初計画

を上回っている中、特に街なか交流・健幸広場の利用は想定を大きく上回

り、目標を達成している 

計画終了後の状況 

（事業効果） 

街なか交流・健幸広場は中心市街地における交流拠点として機能を発揮し、

街なかのにぎわい創出に大きく貢献した。また、マンションの入居が継続

することで、中心市街地内の通行量の増加や消費活動の増加につながり、

街なかのにぎわい創出に大きく貢献した。 

事業の今後について 実施済み 

 

③飯塚本町東地区優良建築物等整備事業等（㈱エストラスト、飯塚市） 

支援措置名 

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業（飯塚本町東地区）、都市

再生整備計画事業、都市再生区画整備事業（飯塚本町東地区）） 

（平成 25年度～平成 28年度） 

事業開始・完了時期 
平成 23年度～平成 28年度 

【済】 

事業概要 

本地区は、防災性向上のための公共施設整備とともに、定住促進及び商業

の再編を目的とする「飯塚本町東土地区画整理事業」の施行区域内にあり、

約 2,000 ㎡の高度利用推進区を設け、整理（換地）後の街区に街なか居住

を促進し、近隣商業施設との活性化に向けた相乗効果を図るため、優良建

築物等整備事業による分譲マンションを整備するもの。併せて、子育て支

援の拠点となる「子育てプラザ（街なか子育てひろば）」を併設（実施主体：

飯塚市）し、子育て世代の来街を促進するもの。 

目標値・最新値 
目標値（歩行者通行量 640人） 

最新値（歩行者通行量 620人） 

達成状況 発現している効果は当初目標（見込み）を下回っている。 

達成した（出来なか

った）理由 

当初計画していた分譲マンション戸数の削減により、居住者数が見込み値

を下回ったことで、目標を達成することができなかった。 

計画終了後の状況 

（事業効果） 

マンションの入居者数は徐々にではあるが着実に増加しており、中心市街

地内の通行量の増加や消費活動の増加につながるなど、街なかのにぎわい

創出に大きく貢献した。また、街なか子育てひろばは中心市街地における

交流拠点として機能を発揮し、利用者数が当初の見込みを大きく上回るな

ど、街なかのにぎわい創出に大きく貢献した。 

事業の今後について 実施済み 
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④戦略的逸品店舗誘致事業（飯塚市） 

 

３．今後について 

中心市街地内の歩行者通行量が目標値に及ばなかった大きな要因として、土地区画整理事業が本

格化する中、平成 27 年度には集客力のある主要商業施設が仮移転したことにより、当該事業地内

の調査地点をはじめ中心市街地全体の歩行者通行量の急激な落ち込みが生じたこと、「戦略的逸品

店舗誘致事業」の誘致店舗数が予定を下回ったこと、あわせて、今回の休日の歩行者通行量調査日

に雨が降ったことも歩行者通行量が減少した要因であると考えられる。歩行者通行量調査について

は、このような事態を想定し、計画当初から調査方法を工夫する必要があったと考える。 

今後は、街なか定住の支援や空き家活用の促進により、より一層の街なか居住の推進を図るとと

もに、集客力の高い店舗の誘致や創業支援、既存店舗の魅力向上など買い物の場としての魅力向上

を進めることで、中心市街地内の居住人口並びに来街者を増加させ、より一層のにぎわいを創出し

ていく。また、大学生などの若者や子育て世代の来街を促す取組を進めることで新たな層を取り込

み、多様な世代が行き交う中心市街地の実現を図る。さらには、高齢者が一休みできる憩いの空間

の設置などにより、商店街に長く滞在してもらうことで、絶えず来街者が往来する商店街の実現を

目指す。 

 

  

支援措置名 

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業と一体の効果促進事

業） 

（平成 24年度～平成 28年度） 

事業開始・完了時期 
平成 24年度～平成 28年度 

【済】 

事業概要 

空き店舗に消費者ニーズに即した店舗を誘致することにより、集客力の

ある、市民が魅力を感じる商店街形成を促進し、来街者の増加の増加を

図るもの。 

目標値・最新値 
目標値（歩行者通行量 3,180人） 

最新値（歩行者通行量 212人） 

達成状況 発現している効果は見込みを下回っている。 

達成した（出来なか

った）理由 

年間 3 件の誘致を目指し、誘致活動を進めたものの、誘致店舗数は 1

件に留まったため、具体的な成果に至らず、目標を大きく下回った。 

計画終了後の状況 

（事業効果） 

商店街活性化を狙った集客力の高い店舗の誘致が 1店舗に留まり、十分

な効果を発揮できなかったことにより、街なかのにぎわい創出に大きく

貢献するまでには至らなかった。 

事業の今後について 引き続き、誘致活動を進めていく予定 
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「中心市街地内の居住人口」※目標設定の考え方基本計画 P119～123参照 

１．調査結果の推移 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査方法：毎年 1 月 1 日現在の住民基本台帳 

※調 査 月：平成 29 月 3 月 

※調査主体：飯塚市 

※調査対象：中心市街地区域内居住者 

 

２．目標達成に寄与する主要事業の計画終了後の状況（事業効果） 

① 吉原町１番地区第一種市街地再開発事業（吉原町１番地区市街地再開発組合）【再掲】 

支援措置名 

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業（吉原町 1番地区）） 

（平成 24年度～平成 27年度） 

事業開始・完了時期 
平成 23年度～平成 27年度 

【済】 

事業概要 

西鉄飯塚バスセンター及び隣接地（建物）の一体的な再開発事業を実施し、

バスターミナル、医療関連施設（医師会館、看護高等専修学校、検診検査

センター、訪問看護ステーション）、急患センター、分譲住宅（62 戸）を

整備し、併せて区域内の道路整備を行なうもの。 

目標値・最新値 
目標値（153人） 

最新値（88人）（※全戸契約済み） 

達成状況 
当初見込んでいた居住者人数には至っていないものの、全戸契約されてい

る。 

達成した（出来なか

った）理由 

販売戸数 62戸は全て契約済となっているものの、世帯当たり人員数が見込

みよりも下回ったことや居住者の住民票異動の未実施などにより、目標値

を下回った。 

計画終了後の状況 

（事業効果） 

本市の交通結節点として集客・回遊の拠点機能となるとともに、中心市街

地の医療・健康機能の増進、街なか居住の促進が図られたことにより、中

心市街地内の通行量の増加や消費活動の増加につながり、街なかのにぎわ

い創出に大きく貢献した。 

事業の今後について 実施済み 

 

年 （単位：人） 

H22 
3,696 

（基準値） 

H23 3,646 

H24 3,632 

H25 3,634 

H26 3,639 

H27 3,661 

H28 3,717 

H28 
3,820 

（目標） 

3,570 

3,820

3,534 

3,799 
3,821 3,814 

3,751 

3,696

3,646 
3,632 

3,634 
3,639 

3,661 

3,717 

3500

3550

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

活性化事業を行わなかった場合の推計値 目標人口 実績値

目標値 

基準値 

推計値 
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②ダイマル跡地事業地区暮らし・にぎわい再生事業（㈱まちづくり飯塚）【再掲】 

支援措置名 

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業（ダイマル跡地事業

地区）） 

（平成 24年度～平成 26年度） 

事業開始・完了時期 
平成 23年度～平成 27年度 

【済】 

事業概要 

中心商店街の中央に位置し、平成 11年に倒産したダイマル商店を㈱まちづ

くり飯塚が取得・解体し、コミュニティビルとして整備するものであり、

街なかの居住機能と交流・健康増進機能を一体的に整備することで、賑わ

い向上や居住者の増加促進を目指すもの。 

目標値・最新値 
目標値（24人） 

最新値（36人） 

達成状況 全戸契約されており、当初見込みよりも多くの入居がなされている。 

達成した（出来なか

った）理由 

賃貸戸数 24 戸全て契約済みとなっている。当初予定していた 16 戸の世帯

人員数以上の入居がなされており目標を達成した。 

計画終了後の状況 

（事業効果） 

街なか居住が促進されたことにより、中心市街地内の通行量の増加や消費

活動の増加につながり、街なかのにぎわい創出に大きく貢献した。 

事業の今後について 実施済み 

③ 飯塚本町東地区優良建築物等整備事業（㈱エストラスト、飯塚市）【再掲】 

支援措置名 

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（都市再生区画整備事業（飯塚本町東地区）） 

（平成 25年度～平成 28年度） 

事業開始・完了時期 
平成 23年度～平成 28年度 

【済】 

事業概要 

本地区は、防災性向上のための公共施設整備とともに、定住促進及び商業

の再編を目的とする「飯塚本町東土地区画整理事業」の施行区域内にあり、

約 2,000 ㎡の高度利用推進区を設け、整理（換地）後の街区に街なか居住

を促進し、近隣商業施設との活性化に向けた相乗効果を図るため、優良建

築物等整備事業による分譲マンションを整備するもの。 

目標値・最新値 
目標値（267人） 

最新値（91人） 

達成状況 発現している効果は見込みを下回っている 

達成した（出来なか

った）理由 

当初計画していた分譲マンション戸数の削減（110 戸→65 戸）により、見

込み値を下回った。 

計画終了後の状況 

（事業効果） 

街なか居住が促進されたことにより、中心市街地内の通行量の増加や消費

活動の増加につながり、街なかのにぎわい創出に大きく貢献した。 

事業の今後について 実施済み 

３．今後について 

中心市街地の居住人口については「吉原町 1番地区第一種市街地再開発事業」で整備したマンシ

ョンが全戸完売したものの、居住者の一部において住民票異動が未実施であること、「優良建築物

等整備事業」のマンション整備戸数が当初計画から大きく削減されたことが要因となり、目標値に

及ばなかったものの、中心市街地に隣接するＪＲ新飯塚駅東側のエリアでは、基本計画策定以降、

302 戸の分譲マンション群が立地し、600 人以上の新たな居住者が見込まれており、これを含め中

心市街地活性化の効果と捉えている。今後は、本計画で新たに導入された健幸プラザや街なか子育

てひろば等の交流・福祉施設を活用しながら、より一層の居住環境の向上を図るとともに、一方で

は街なか定住の支援や空き家の活用の促進を図ることで、街なか居住を一層推進していく。 



経済建設委員会提出資料 

平成29年8月10日提出 

 

飯まちプレミアム商品券の概要  

商品券の名称  飯まちプレミアム商品券  

商品券１冊の販売価格  １０，０００円  

商品券１冊の構成  ５００円券×２２枚  

商品券１冊のプレミアム額  １，０００円  

プレミアム率（割増率）  １０％  

商品券の発行冊数  ２０，０００冊  

商品券の販売総額  ２００，０００，０００円  

商品券の発行総額  ２２０，０００，０００円  

商品券１次販売について  

往復はがきによる事前申込み  

発行冊数以上の申込みがあった場合には抽選  

１８歳以上を対象に１人８冊まで販売  

商品券の事前申込期間  平成２９年８月１日～平成２９年８月１５日  

事前申込商品券の引換え  
平成２９年９月１日～平成２９年９月８日  

場所：飯塚商工会議所  

商品券２次販売について  

事前申込みの残り、キャンセルのあったものにつ

いて窓口販売を実施。  

日時：平成２９年９月１０日（日）１０時～１５時  

場所：飯塚市役所  １Ｆ多目的ホール  

※９月１１日以降は、飯塚商工会議所、飯塚市商

工会本所・支所にて販売。（９時～１６時）  

商品券の使用可能期間  平成２９年９月１日～平成３０年１月３１日  

商品券の取扱店舗数  

約４００店（目標）  

（ H26:308店、 H27:547店※、 H28： 390店）  

※ H27はプレミアム率 20％、加盟店負担無し  

商品券の取扱店舗  

飯塚市内の商工業者等で、登録した事業所  

対象業種は、小売業・サービス業・飲食業等。  

但し、消費の促進・喚起に適当でない業種は除く  

商品券の換金期間  
平成２９年９月７日～平成３０年２月２２日予定  

毎週木曜日 10時～ 15時（祝祭日、年末年始は除く） 

プレミアム分の負担割合  飯塚市５割、福岡県３割、実施主体２割（加盟店） 

アンケート【購入者向け】  

①商品券の引換購入時に聞

き取りでアンケート記入  

②商品券使用後の詳細なア

ンケート  

（商品券の引き換え販売時

に手渡して、協力依頼）  

【質問項目（抜粋）】  

①次年度の商品券の購入意向・年齢・商品券での購

入予定品目  

②年齢・性別・職業・家族構成・商品券で支払った

額・商品券に追加して支出した額・商品券で購入し

た商品内容・来年度の商品券の購入意向  

 

アンケート【店舗向け】  

（商品券の換金時にアンケ

ート記入を必須）  

【質問項目（抜粋）】  

店の業種、形態等・商品券発行によりセール等を行

ったか・商品券による売上増の割合・商品券による

新規顧客の有無  

 



１． 事故発生日時 ：

２．事故発生場所 ：

３．関係物 ：

４．事故の概況 ：

のです。

５．損害状況
クーラー室外機 ：

６．損害賠償額 ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経　済　建　設　委　員　会　資　料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　平 成 29 年 8 月 10 日提出

１．庄司地内落石事故について

平成29年6月15日（木）午前2時頃

飯塚市庄司地内　地産団地付近

相手方のクーラー室外機

この事故に係る損害賠償につきましては、財産活用課と協議のうえ
対処する。

平成29年6月15日(木)午前2時頃、土木管理課が所管する市有地
(庄司142番8)から相手方の家屋へ落石(約20cm×15cm×14cm)
があり、外壁横に設置されていたクーラー室外機を損傷させたも

室外機天板、左側板、熱交換器等損傷。

地 産 団 地

公 民 館

相 手 方 宅

庄 司 団 地 6 号 線

落 石

ブロック積擁壁

事 故 現 場 見 取 り 図

クーラー室外機



２．伊岐須の車両損傷事故
事故現場見取図

経済建設委員会資料
平成 29年 8月 10日提出

1：事故発生日時 平成29年7月9日(日)午前9時00分頃

2：事故発生場所 飯塚市伊岐須(市道 天神前・後牟田2号線）

3：事故の概要

伊岐須地内私道側から相田方面へ向かうため市道へ降りた

ところで、進行方向左側のＬ型側溝が浮き上がっていたため、

車輌左側後輪タイヤのホイールを損傷させたもの。
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

泌
尿

器
科

0
1
,
1
1
5

1
,
1
1
5

0
1
,
1
9
5

1
,
1
9
5

0
8
0

8
0

0
2
8
3

2
8
3

0
3
5
5

3
5
5

0
7
2

7
2

皮
膚

科
3
8
1

7
,
5
8
6

7
,
9
6
7

1
8
3

6
,
5
2
2

6
,
7
0
5

△
1
9
8

△
1
,
0
6
4

△
1
,
2
6
2

7
8

1
,
6
7
9

1
,
7
5
7

9
4

1
,
7
6
0

1
,
8
5
4

1
6

8
1

9
7

耳
鼻

咽
喉

科
1
9
5

5
,
0
1
0

5
,
2
0
5

1
4
5

4
,
2
7
7

4
,
4
2
2

△
5
0

△
7
3
3

△
7
8
3

5
0

1
,
1
2
4

1
,
1
7
4

2
8

1
,
1
5
4

1
,
1
8
2

△
2
2

3
0

8

リ
ハ

ビ
リ

科
4
,
1
9
5

2
8
,
8
3
9

3
3
,
0
3
4

0
2
9
,
8
6
0

2
9
,
8
6
0

△
4
,
1
9
5

1
,
0
2
1

△
3
,
1
7
4

0
6
,
8
2
6

6
,
8
2
6

0
7
,
3
8
2

7
,
3
8
2

0
5
5
6

5
5
6

放
射

線
科

0
8
2
1

8
2
1

0
7
3
4

7
3
4

0
△
8
7

△
8
7

0
1
7
4

1
7
4

0
2
0
6

2
0
6

0
3
2

3
2

医
療

相
談

0
1
1
3

1
1
3

0
1
0
6

1
0
6

0
△
7

△
7

0
1
3

1
3

0
2
0

2
0

0
7

7

禁
煙

外
来

0
6
1

6
1

0
2
6

2
6

0
△
3
5

△
3
5

0
2
0

2
0

0
0

0
0

△
2
0

△
2
0

合
計

7
0
,
2
4
3

1
2
6
,
9
7
8

1
9
7
,
2
2
1

6
9
,
7
3
8

1
2
6
,
0
4
3

1
9
5
,
7
8
1

△
5
0
5

△
9
3
5

△
1
,
4
4
0

1
6
,
5
2
4

3
1
,
3
5
6

4
7
,
8
8
0

1
7
,
8
5
8

3
1
,
2
4
6

4
9
,
1
0
4

1
,
3
3
4

△
1
1
0

1
,
2
2
4

一
日

あ
た

り

患
者

数
1
9
1
.
9

4
3
1
.
9

1
9
1
.
1

4
3
0
.
2

△
0
.
8

△
1
.
7

1
8
1
.
6

4
2
3
.
7

1
9
6
.
2

4
2
2
.
2

1
4
.
6

△
1
.
5

病
床

利
用

率
7
6
.
8
%

7
6
.
4
%

△
0
.
4
%

7
2
.
6
%

7
8
.
5
%

5
.
9
%

平
均

在
院

日
数

2
0
.
9
日

2
1
.
2
日

0
.
3
日

2
0
.
7
日

2
0
.
4
日

△
0
.
3
日

診
療

日
数

3
6
6

2
9
4

3
6
5

2
9
3

△
1

△
1

9
1

7
4

9
1

7
4

0
0

平
成
2
9
年
度

4
月
1
日
～
6
月
3
0
日

平
成
2
9
-
2
8
年
度

4
月
1
日
～
6
月
3
0
日

差
引

飯
塚

市
立

病
院

の
患

者
数

状
況

科
　
　
目

平
成
2
7
年
度

平
成
2
8
年
度

平
成
2
8
-
2
7
年
度

差
引

平
成
2
8
年
度

4
月
1
日
～
6
月
3
0
日

３



工
事

請
負

契
約

報
告

書

経
済

建
設

委
員

会
資

料

平
成

29
年

8
月

10
日

提
出

工
　

　
事

　
　

名
予

 定
 価

 格
 (
A

)
落

 札
 額

　
(B

)
落

札
率

　
(B

/A
)

契
 約

 者
 名

入
 札

 日
(小

数
点

第
三

位
以

下
切

捨
)

7
2
,3

5
3
,5

2
0

円

6
8
,3

6
4
,0

0
0

円

9
4
.4

8

工
　

　
期

6
5
,1

1
7
,5

2
0

円

5
,0

6
4
,0

0
0

7
月

1
1
日

う
ち

消
費

税

5
,3

5
9
,5

2
0

円

契
　

　
約

　
　

日
最

低
制

限
価

格
う

ち
消

費
税

%
平

成
29

年
7月

1
8日

長
楽

寺
団

地
公

営
住

宅
建

設
（
機

械
設

備
）工

事

入
札

参
加

業
者

名
（指

名
競

争
入

札
）　

【
工

種
：管

（
水

道
）
Ａ

】

円
平

成
2
9年

7月
19

日
か

ら
う

ち
消

費
税

平
成

3
0年

6月
29

日
ま

で
4
,8

2
3
,5

2
0

円

（株
）山

野
住

設

（株
）有

光
工

務
店

　
（
株

）深
田

環
境

開
発

工
業

　
（株

）藤
井

工
務

店
池

田
設

備
（株

）　
（株

）山
野

住
設

＊
地

方
自

治
法

施
行

令
第

16
7条

の
9に

よ
る

く
じ

引
き

の
結

果
　

（1
3者

）
Ｐ

1


